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令和２年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・ 

医療提供体制確保支援補助金について 

 

 

 本県の薬務行政の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このたび国の直接事業として、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、薬局

等の医療提供体制の確保を図るため、対象薬局等の感染拡大防止対策等に要する費用を

補助することを通知されました。 

 本事業は、令和２年７月２２日付け薬第６７２号にて通知いたしました「薬局等におけ

る感染拡大防止等支援事業」ですでに交付を受けた保険薬局についても対象となります。 

事業の詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。 

また、本補助金の内容や申請方法等についてご不明な点がある場合は、下記コールセン

ターへ問い合わせていただきますようお願いいたします。 

対象薬局のみなさまにおかれましては、本事業を活用し、国内の感染拡大防止により一

層のご助力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【本事業について】 

○ 厚生労働省ホームページ 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 「令和２年度新型

コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html 
 

○ 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 

電話番号：０１２０－３３６－９３３ （平日 9:30～18:00） 
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